
徳島県県有施設への太陽光発電設備率先導入（PPA）事業補助金交付要綱（案）

（補助金の交付）

第１条 知事は、太陽光発電設備の更なる普及と再生可能エネルギーの最大限導入を推

進するため、オンサイトＰＰＡ方式により県有施設に電力を供給する事業者が行う太

陽光発電設備等に係る整備費用に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、

その交付については、徳島県補助金交付規則（昭和５８年徳島県規則第５３号。以下

「規則」という。）に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

（定義）

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号の定め

るところによる。

（１）国交付要綱

二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金（地域脱炭素移行・再エネ推進交付金）交

付要綱（令和４年３月３０日環政計発第２２０３３０１号）をいう。

（２）国実施要領

国交付要綱第３条に掲げる事業に関して必要な細目等を定めた地域脱炭素移行・

再エネ推進交付金実施要領（令和４年３月３０日環政計発第２２０３３０３号）を

いう。

（３）オンサイトＰＰＡ方式

ＰＰＡ実施事業者の費用負担により、需要家施設に太陽光発電設備を設置し、所

有・維持管理等をしながら、当該太陽光発電設備の発電電力を、需要家に売却し、

当該施設（当該設備が設置された敷地と同一敷地内に存在する他施設を含む）に供

給する契約方式をいう。

（４）太陽光発電設備

太陽電池を利用して電気を発生させるための設備及びこれに付属する設備をい

う。

（５）蓄電池

充電を行うことで電気を蓄え、繰り返し使用することができる電池（二次電池）

をいう。

（補助対象事業及び補助要件）

第３条 補助対象事業及び補助要件は、別表１に定めるとおりとする。

２ 事業は、原則単年度事業に限る。ただし、やむを得ない事情により工事が遅延した

ことその他単年度事業とならないことについてやむを得ない事由があると知事が認め

た場合は、この限りでない。



（補助対象者）

第４条 補助対象者は、県が行う県有施設への太陽光発電設備の設置に係る事業（オン

サイトＰＰＡ方式）の公募型プロポーザルに参加し、候補者として選定され、当該太

陽光発電設備設置に係る協定を県と締結した者とし、次の各号のいずれの要件も具備

しなければならない。

（１）申請者又は申請者の役員等が、暴力団等の反社会勢力と関係を有さないこと。

（２）県税、その他の税について未納がないこと。

（補助対象経費及び補助率等）

第５条 補助対象経費及び補助率は、別表２に定めるとおりとする。

２ 補助対象経費に補助率を乗じて得た補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は、

これを切り捨てるものとする。

（補助金交付申請書等）

第６条 規則第３条の補助金交付申請書は、徳島県県有施設への太陽光発電設備率先導

入（PPA）事業補助金交付申請書（様式第１号）による。

２ 規則第３条の知事が定める書類及び期日は、別表３に定めるとおりとする。

３ 補助事業者は、規則第３条の規定に基づき補助金の申請を行うに当たり、当該補助

金に係る消費税及び地方消費税仕入控除税額（補助対象経費に含まれる消費税及び地

方消費税相当額のうち、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）及び地方税法（昭和

２５年法律第２２６号）の規定により仕入れに係る消費税及び地方消費税として控除

できる部分の金額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。）を減額して交付申

請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税及び地方消費税仕入控除

税額が明らかでないものについてはこの限りでない。

（補助金の交付の条件）

第７条 規則第５条第１項各号に掲げる事項、規則第１５条の２に規定する事項及び次

の各号に掲げる事項は、補助金の交付の決定の条件となる。

（１）補助事業者は、補助事業に係る太陽光発電設備設置完了後に締結する電力供給契

約において、補助金交付額相当分を電気料金から控除しなければならない。ただ

し、補助事業者が県内に本社を有する法人の場合は、控除額を補助金交付額相当分

の４／５（蓄電池に係る分については９／１０）とすることができる。

（２）同一の事業、対象経費等で、国、県、市町村等が実施する他の補助制度と併用し

て交付を受けないこと。

（３）電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法（平成２３

年法律第１０８号）に基づく固定価格買取制度の認定又はＦＩＰ（Feed in Premium）

制度の認定を取得しないこと。



（４）補助金に係る要綱等の規定に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業を行う

ものとし補助金を他の用途へ使用してはならないこと。

（５）県が実施する利用状況等の調査に対して、必要な情報を提供すること。

（事業の着手）

第８条 補助事業者による事業の着手は、補助金交付決定があった日以後に行うものと

する。また、補助事業者は事業に着手した場合には、徳島県県有施設への太陽光発電

設備率先導入（PPA）事業着手届（様式第２号）を知事に提出するものとする。

（軽微な変更）

第９条 規則第５条第１項第１号及び第２号の知事の定める軽微な変更は、補助事業の

目的を変更しない程度の軽微なもので、補助金の額に変更を生じないものとする。

（変更の承認の申請等）

第１０条 規則第５条第１項第１号から第３号までの規定による知事の承認を受けよう

とする場合は、徳島県県有施設への太陽光発電設備率先導入（PPA）事業補助金変更

（中止・廃止）承認申請書（様式第３号）を知事に提出しなければならない。

２ 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

（１）変更（中止・廃止）の内容及び理由書

（２）変更（中止・廃止）の内容を証する書類

（３）その他知事が必要と認める書類

３ 規則第５条第１項第４号の規定による知事への報告をしようとする者は、その理由

及び補助事業の遂行の状況を記載した書類を知事に提出しなければならない。

（状況報告）

第１１条 補助事業者は、補助事業の遂行の状況について、徳島県県有施設への太陽光

発電設備率先導入（PPA）事業遂行状況報告書（様式第４号）を作成し、指定する日

までに知事に提出しなければならない。

（実績報告書等）

第１２条 規則第１１条の実績報告書は、徳島県県有施設への太陽光発電設備率先導入

（PPA）事業実績報告書（様式第５号）による。

２ 規則第１１条の実績報告書及び知事の定める書類並びにそれらの書類の報告期限

は、別表４に定めるとおりとする。

３ 第６条第３項ただし書きにより交付の申請を行った補助事業者は、実績報告の提出

前に当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これ

を補助金額から減額するよう手続を行うものとする。



４ 第６条第３項ただし書きにより交付の申請をした補助事業者は、規則第１１条の実

績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消

費税及び地方消費税仕入控除税額が確定した場合には、速やかに消費税及び地方消費

税の額の確定に伴う報告書（様式第６号）を知事に提出しなければならない。

５ 知事は、前項の報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税仕入控除税額の

全部又は一部に相当する補助金の返還を命ずることができる。

（補助金の請求）

第１３条 規則第１２条の規定による通知を受けた補助事業者は、徳島県県有施設への

太陽光発電設備率先導入（PPA）事業補助金請求書（様式第７号）に当該通知に係る

通知書の写しを添えて知事に補助金の請求をしなければならない。

（補助金の支払）

第１４条 知事は、前条の補助金請求書等を受理した後に、補助金を支払うものとす

る。

（概算払）

第１５条 知事は、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは補助

事業者に対し、補助金の全部又は一部を概算払により交付することがある。

２ 補助事業者は、前項の規定により概算払により補助金の交付を受けようとするとき

は、第１３条の補助金請求書に知事が必要と認める書類を添えて、知事に提出しなけ

ればならない。

（書類の保管）

第１６条 規則第１６条の帳簿及び証拠書類の保管期間は，補助金の交付のあった日又

は廃止の承認を受けた日の属する年度の翌年度から起算して５年間とする。

（財産の処分の制限）

第１７条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については

取得財産を、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付目的に従

ってその適正な運用を図らなければならない。

２ 規則第１７条ただし書きの知事が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関す

る省令（昭和４０年大蔵省令第１５号、以下「大蔵省令」という。）で定められてい

る耐用年数をいう。

３ 規則第１７条第２号の知事が定めるものは、当該償却資産の取得単価又は効用の増

加価格が５０万円以上のものをいう。

４ 補助事業者は、規則第１７条の規定により、知事の承認を得て財産を補助金の交付



の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保（以下「処分」とい

う。）に供しようとする場合は、財産の処分を行おうとする日の３０日前までに財産

処分承認申請書（様式第８号）を知事に提出しなければならない。

５ 知事の承認を受けて財産を処分する場合には、補助金の全部又は一部を県に返還さ

せることがある。

（個人情報保護）

第１８条 知事は、本事業により得た情報は、徳島県個人情報保護条例（平成１４年条

例第４３号）に基づいて取り扱うものとする。

（雑則）

第１９条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、知事が

別に定める。

附 則

１ この要綱は、令和５年 月 日から施行する。



別表１（第３条関係）

補助対象事業 県有施設に太陽光発電設備をオンサイトＰＰＡ方式により導入する事業

ただし、導入する太陽光発電設備で発電した電力は当該施設において消費

することとする。

補助要件 １．太陽光発電設備

自家消費型太陽光発電設備を設置する事業で、次に掲げる要件を全て

満たすもの。

（１）国実施要領別紙２の２（２）ア（ア）に定める交付要件を満たすこ

と。

（２）太陽光発電設備の発電電力量等の計測器が設置されること。

（３）商用化され、導入実績があること。

（４）中古設備でないこと。

（５）停電時においては電力を供給できる自立運転機能を有すること。

２．蓄電池

１の付帯設備として設置する事業で、次に掲げる要件を全て満たすも

の。

（１）国実施要領別紙２の２（２）ア（イ）に定める交付要件を満たすこ

と。

（２）商用化され、導入実績があること。

（３）中古設備でないこと。

（４）定置用であること。

（５）蓄電池の単価（工事費込み・税抜き）が、次に掲げる区分に応じ当

該定める額のものであること。

①4,800Ah・セル未満の蓄電池 １５万５千円／kWh以下

②4,800Ah・セル以上の蓄電池 １９万円／kWh以下

備考 蓄電池のみの単独設置は不可。



別表２（第５条関係）

補助率等 １．太陽光発電設備

補助対象経費の１／２

２．蓄電池

蓄電池の価格（円/kWh）の２／３

補 本工事費 原材料費 事業を行うために直接必要な材料の購入費をい

助 （直接工事費） い、これに要する運搬費及び保管料を含むものと

対 する。この材料の単価は、建物物価（建設物価調

象 査会編）、積算資料（経済調査会編）等を参考の

経 上、事業の実施の時期、地域の実態及び他事業と

費 の関連を考慮して適切な単価とする。

労務費 本工事に直接必要な労務者に対する賃金等の人件

費をいう。この労務単価は、毎年度、農林水産省

と国土交通省が協議して決定した「公共工事設計

労務単価表」を参考として、事業の実施の時期、

地域の実態及び他事業との関連を考慮して適切な

単価とする。

直接経費 事業を行うために直接必要とする経費であり、次

に掲げる費用をいう。

① 特許権使用料（契約に基づき使用する特許の

使用料及び派出する技術者等に要する費用）

② 水道、光熱及び電力料（事業を行うために必

要な電力電灯使用料及び用水使用料）

③ 機械経費（事業を行うために必要な機械の使

用に要する経費(原材料費、労務費を除く。)）

④ 負担金（事業を行うために必要な経費を契

約、協定等に基づき負担する経費）

（間接工事費） 共通仮設費 事業を行うために直接必要な現場経費であって、

次に掲げる費用をいう。

① 事業を行うために直接必要な機械器具等の運

搬、移動に要する費用

② 準備、後片付け整地等に要する費用

③ 機械の設備撤去及び仮道布設現道補修等に要

する費用

④ 技術管理に要する費用

⑤ 交通の管理及び安全施設に要する費用

現場管理費 事業を行うために直接必要な現場経費であって、

労務管理費、水道光熱費、消耗品費、通信交通費

その他に要する費用をいい、類似の事業を参考に

決定する。

一般管理費 事業を行うために直接必要な諸給与、法定福利

費、修繕維持費、事務用品費、通信交通費をい



い、類似の事業を参考に決定する。

附帯工事費 本工事に付随する直接必要な工事に要する必要最

小限度の範囲で、経費の算定方法は、本工事費に

準じて算定する。

機械器具費 事業を行うために直接必要な建築用、小運搬用そ

の他工事用機械器具の購入、借料、運搬、裾付

け、撤去、修繕及び製作に要する経費をいう。

測量及試験費 事業を行うために直接必要な調査、測量、基本設

計、実施設計、工事監理及び試験に要する経費を

いう。また、補助事業者が直接、調査、測量、基

本設計、実施設計、工事監理及び試験を行う場合

において、これに要する材料費、労務費、労務者

保険料等の費用をいい、請負又は委託により調

査、測量、基本設計、実施設計、工事監理及び試

験を施工する場合においては、請負費又は委託料

の費用をいう。

設備費 設備費 事業を行うために直接必要な設備及び機器の購入

並びに購入物の運搬、調整、裾付け等に要する経

費をいう。

業務費 業務費 事業を行うために直接必要な機器、設備又はシス

テム等に係る調査、設計、製作、試験及び検証に

要する経費をいう。また、補助事業者が直接、調

査、設計、製作、試験及び検証を行う場合におい

て、これに要する材料費、人件費、水道光熱費、

消耗品費、通信交通費、その他に要する費用をい

い、請負又は委託により調査、設計、製作、試験

及び検証を行う場合においては請負費又は委託料

の費用をいう。



別表３（第６条関係）

知事の定める書類 （１）事業費及び補助対象経費を確認することができる見積書等

（２）導入する設備の概要がわかる見積仕様書等

（３）太陽光発電設備等の設置完了後に締結する電力供給契約に

おける電気料金単価設定の積算内訳書（電気料金から補助金交

付額相当分が控除されていることを確認できる書類）

（４）法定耐用年数期間満了まで継続的に使用するために必要な

措置等を証明できる書類

（５）登記事項証明書の写し

（６）県税の滞納がないことを証する納税証明（申請日時点で、

発行後３か月以内のもの）

（７）県と締結した太陽光発電設備等の設置に係る協定書の写し

（８）工事完了後も耐震基準を満たしていることがわかる強度計

算書

（９）補助事業の実施について補助施設の所有者の承諾を得てい

ることを証する書類

（10）消費税仕入控除税額等について、消費税等の課税方式がわ

かる書類

（11）その他知事が必要と認める書類

提出期日 知事が特に認めるものを除き、交付申請をする日の属する年度の

１月３１日までとする。



別表４（第１２条関係）

知事の定める書類 （１）支出額を確認することができる契約書及び支出証拠書類等

の写し

（２）設計図面（写し）

・全体の仕様が分かる書類

・システム系統図

・配線・配管図

※補助対象となった蓄電池がある場合、太陽光発電設備と直

接連系していることを確認することができる書類

・単線結線図

・機器配置図

・機器の固定方法が分かる図面

・耐震・耐風圧等強度計算書

・その他必要な図面

（３）施工前後の写真

（４）導入する設備の保守計画

（５）導入機器等一覧表及び各種機器等の仕様書

（６）財産管理台帳

（７）系統連携契約を証明する書類の写し

（８）その他知事が必要と認める書類

提出期日 補助事業の完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して

３０日を経過した日又は補助金の交付決定があった日の属する年

度の３月３１日のいずれか早い日までとする。



様式第１号（第６条関係） 

 年  月  日 

 

 

徳島県知事 殿 

 

 

      （申請者） 

  所 在 地 

                    法人等名称 

代表者の役職・氏名 

 

 

徳島県県有施設への太陽光発電設備率先導入（PPA）事業補助金交付申請書 

             

 補助金の交付を受けたいので、徳島県補助金交付規則第３条及び徳島県県有施設への太陽光発

電設備率先導入（PPA）事業補助金交付要綱第６条の規定により、次のとおり関係書類を添えて申

請します。 

 

１ 事業名 

  令和 年度徳島県県有施設への太陽光発電設備率先導入（PPA）事業 

 

２ 補助金交付申請額 

金          円 
 
３ 事業計画書 

別紙１のとおり 

 

４ 収支予算書 

別紙２のとおり 

 

５ 補助事業に係る誓約 

  別紙３－１、（蓄電池を設置する場合）別紙３－２のとおり 

 

６ 責任者及び担当者 

  責任者氏名 

  担当者氏名 

  連 絡 先 

 

 

(注) 施設単位で交付申請すること。 



様式第２号（第８条関係） 

 年  月  日 

 

 

徳島県知事 殿 

 

 

      （補助事業者） 

  所 在 地 

                    法人等名称 

代表者の役職・氏名 

 

 

徳島県県有施設への太陽光発電設備率先導入（PPA）事業着手届 

             

 令和 年度徳島県県有施設への太陽光発電設備率先導入（PPA）事業について、次のとおり着手

しましたので届け出ます。 

 

設置施設名  

施設所在地  

交付決定年月日 令和  年  月  日付け徳島県指令 第     号 

交付決定額                            円 

着手年月日 令和  年  月  日 

完了予定年月日 令和  年  月  日 

 

 

※責任者及び担当者 

 責任者氏名 

 担当者氏名 

 連 絡 先 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第３号（第１０条関係） 

 年  月  日 

 

 

徳島県知事 殿 

 

 

      （補助事業者） 

  所 在 地 

                    法人等名称 

代表者の役職・氏名 

 

 

徳島県県有施設への太陽光発電設備率先導入（PPA）事業補助金 

変更（中止・廃止）承認申請書 

 

 令和  年  月  日付け徳島県指令 第     号で交付決定のあった徳島県県有施設

への太陽光発電設備率先導入（PPA）事業補助金について、次のとおり変更（中止・廃止）した

いので、同補助金交付要綱第１０条の規定により、関係書類を添えて申請します。 

 

１ 変更（中止・廃止）の内容 

 

２ 変更（中止・廃止）の理由 

 

３ 責任者及び担当者 

  責任者氏名 

担当者氏名 

連 絡 先 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第４号（第１１条関係） 

 年  月  日 

 

 

徳島県知事 殿 

 

 

      （補助事業者） 

  所 在 地 

                    法人等名称 

代表者の役職・氏名 

 

 

徳島県県有施設への太陽光発電設備率先導入（PPA）事業遂行状況報告書 

 

 補助事業の遂行の状況について、徳島県県有施設への太陽光発電設備率先導入（PPA）事業補

助金交付要綱第１１条の規定により、次のとおり関係書類を添えて報告します。 

 

１ 補助金の交付の指令番号 

  令和  年  月  日付け徳島県指令 第     号 

 

２ 関係書類 

 

３ 責任者及び担当者 

  責任者氏名 

担当者氏名 

連 絡 先 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第５号（第１２条関係） 

 年  月  日 

 

 

徳島県知事 殿 

 

 

      （補助事業者） 

  所 在 地 

                    法人等名称 

代表者の役職・氏名 

 

 

徳島県県有施設への太陽光発電設備率先導入（PPA）事業実績報告書 

 

補助事業が完了したので、徳島県補助金交付規則第１１条及び徳島県県有施設への太陽光発電

設備率先導入（PPA）事業補助金交付要綱第１２条の規定により、次のとおり関係書類を添えて

報告します。 

 

１ 対象補助事業 

補助事業名 令和 年度徳島県県有施設への太陽光発電設備率先導入（PPA）事業 

設置施設名  

施設所在地  

交付決定年月日 令和  年  月  日付け徳島県指令 第     号 

交付決定額                            円 

着手年月日 令和  年  月  日 

完了予定年月日 令和  年  月  日 

 

２ 実施報告書 

  別紙４のとおり 

 

３ 収支精算書 

  別紙５のとおり 

 

４ 責任者及び担当者 

  責任者氏名 

 担当者氏名 

 連 絡 先 

 



様式第６号（第１２条関係） 

 年  月  日 

 

 

徳島県知事 殿 

 

 

      （補助事業者） 

  所 在 地 

                    法人等名称 

代表者の役職・氏名 

 

 

徳島県県有施設への太陽光発電設備率先導入（PPA）事業補助金に係る 

消費税及び地方消費税の額の確定に伴う報告書 

 

令和  年  月  日付け徳島県指令 第     号で交付決定のあった徳島県県有施設

への太陽光発電設備率先導入（PPA）事業補助金について、同補助金交付要綱第１２条第４項の

規定により、次のとおり報告します。 

 

１ 徳島県補助金交付規則第１２条に基づく確定額 

  （令和  年  月  日付け徳島県指令 第     号による額の確定通知額） 

                        金             円 

 

２ 実績報告時に減額した消費税仕入控除税額等 

                        金             円 

 

３ 消費税の申告により確定した消費税仕入控除税額等 

                        金             円 

 

４ 補助金返還相当額（３－２） 

                        金             円 

 

５ 責任者及び担当者 

  責任者氏名 

担当者氏名 

連 絡 先 

 

（注）事業費の内訳資料等参考となる資料を添付すること。 



様式第７号（第１３条関係） 

 

徳島県県有施設への太陽光発電設備率先導入（PPA）事業 

補助金請求書 

 

 

請求日      年  月  日 

徳 島 県 知 事  殿 

 

  請 求 者 

  所 在 地 

             法人等名称 

代表者の役職・氏名 
 

右の金額を 

請求します。 

請求 

金額 

           

円 

 

摘       要 

補 助 事 業 名 令和 年度徳島県県有施設への太陽光発電設備率先導入（PPA）事業 

補助指令金額  

補助指令年月日  

補助指令番号  

補  助  額 

既 受 領 額  

今回請求額  

残    額  

請 求 区 分 概 算  ・  精 算 

 

口座振込先 

金融機関名（             ） 店舗名（            ） 

預金種別（ １ 普通  ２ 当座  ９ その他 ） 
 

口 座 番 号                    （ 右づめ ） 
 

口座名義（カタカナ書き） 

   （                                 ） 

       

  

発行責任者及び担当者 

 氏 名 連絡先 

発行責任者   

担 当 者   

受理日付印 

 



様式第８号（第１７条関係） 

 年  月  日 

 

 

徳島県知事 殿 

 

 

      （補助事業者） 

  所 在 地 

                    法人等名称 

代表者の役職・氏名 

 

 

財産処分承認申請書 

 

令和 年度徳島県県有施設への太陽光発電設備率先導入（PPA）事業補助金により取得した財

産を次のとおり処分したいので、同補助金交付要綱第１７条第４項の規定により、承認してくだ

さるよう申請します。 

 

１ 補助金の交付の指令番号 

  令和  年  月  日付け徳島県指令 第     号 

 

２ 財産の概要 

 （１）品 名 

（２）規 格 

 （３）所在地 

 （４）事業費（うち補助金額） 

 

３ 処分しようとする理由 

 

４ 処分の方法 

 

５ 処分価格 

 

６ 責任者及び担当者 

  責任者 

担当者 

連絡先 

 



別紙１ 

 

事業計画書 

 

事 業 者 名  

事業所所在地 
 

担当者氏名  電子メール  

電   話  Ｆ  Ａ  Ｘ  

 

設置施設名  

施設所在地  

 

１ 事業期間（予定） 

事 業 着 手 日 令和  年  月  日 

事 業 完 了 日 令和  年  月  日 

補助対象設備の運転期間 令和  年  月  日～令和  年  月  日 

 

２ 事業の内容 

太陽光発電設備の設置 

補助対象設備の導入容量  kW 

補助対象設備による計画発電量  kWh/年 

年間自家消費量  kWh/年 自家消費率： ％ 

運転・維持管理方法等 別紙６のとおり 

蓄電池の設置 

補助対象設備の導入容量（Ａ）             . kWh （小数点第３位以下切り捨て） 

補助対象経費合計（Ｂ）  円 

確認用（Ｂ）／（Ａ）  円/kWh 
※家庭用：15.5 万円/kWh 

※業務用：19万円/kWh 



３ 総事業費の内訳 

（単位：円） 

事業費内訳 

 

補助対象経費  金額 経費内訳 

 

本工事費 

原材料費   

労務費   

直接経費   

共通仮設費   

現場管理費   

一般管理費   

附帯工事費   

機械器具費   

測量及び試験費   

設備費 設備費   

業務費 業務費   

補助対象経費合計(a)   

寄付その他収入(b)   

補助対象経費(c)=(a)-(b)   

その他 対象外経費(d)   

総事業費(a)＋(d)   

 

（注）蓄電池を導入する場合は、太陽光発電設備と蓄電池に分けて資料を作成すること。 

 

 

 



別紙２ 

 

収支予算書 

 

１ 収入 

（単位：円） 

区分 予算額 備考 

県補助金   

自己資金   

その他   

計   

 

２ 支出 

（単位：円） 

区分 予算額 備考 

本工事費   

設備費   

業務費   

その他   

計   

 

（注）蓄電池を導入する場合は、太陽光発電設備と蓄電池に分けて資料を作成すること。 

 

 

 



別紙３－１ 

 

補助事業（太陽光発電設備）に係る誓約書 

 

 

徳島県県有施設への太陽光発電設備率先導入（PPA）事業補助金の申請にあたり、以下の事項 

について相違ないことを誓約します。 

この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反した場合に、徳島県補助金交付規則第１４条に基 

づき交付決定の取消し、又は返納となる可能性があることについて承知するとともに、返納が 

生じた場合は、県の指示に応じて速やかに返納します。 

なお、誓約に反した場合に、徳島県が行う一切の措置に対して異議の申し立てを行いません。 

 

 

１ 本事業によって得られる環境価値のうち、需要家に供給を行った電力量に紐づく環境価値を

需要家に帰属させるものであること。 

２ 同一の事業、対象経費等で、国、県、市町村等が実施する他の補助制度と併用して交付を受 

けないこと。 

３ 県が実施する太陽光等の利用状況等の調査に対して、必要な情報を提供すること。 

４ 補助対象設備で発電した電力は、県有施設において全量消費するものとし、固定価格買取制 

度、ＦＩＰ（Feed-in Premium）制度を活用しないこと。 

５ 補助事業に係る太陽光発電設備設置完了後に締結する電力供給契約において、補助金交付額

相当分（発電事業者である補助事業者が県内に本社を有する法人の場合は、補助金交付額相当

分の４／５以上の額）を電気料金から控除すること。 

６ 電気事業法第２条第１項第５号ロに定める接続供給（自己託送）を行わないものであるこ 

と。 

７ 法定耐用年数を経過するまでの間、補助対象事業により取得した温室効果ガス排出削減効果 

についてＪ-クレジット制度への登録を行わないこと。 

８ 次の各号をすべて遵守していること。 

 (1) 地域住民や地域の自治体と適切なコミュニケーションを図るとともに、地域住民に十分配 

慮して事業を実施するよう努めること。 

(2) 関係法令及び条例の規定に従い、土地開発等の設計・施工を行うこと。 

(3) 防災、環境保全、景観保全を考慮し交付対象設備の設計を行うよう努めること。 

(4) 再生可能エネルギー発電事業計画における再生可能エネルギー発電設備の設置場所につい 

て（2017 年 7月 14 日付け資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部新エネルギー課 

再生可能エネルギー推進室）に規定する「一の場所」に設置される分割案件でないこと。 

(5) ２０kW 以上の太陽光発電設備の場合、発電設備を囲う柵塀を設置するとともに、柵塀等 

の外側の見えやすい場所に標識（交付対象事業者の名称・代表者氏名・住所・連絡先電話番 

号、保守点検責任者の名称・氏名・住所・連絡先電話番号、運転開始年月日、地域脱炭素移 

行・再エネ推進交付金を活用した本補助金により導入した旨を記載したもの）を掲示するこ 



と。 

(6) 電気事業法の規定に基づく技術基準適合義務、立入検査、報告徴収に対する資料の提出に 

対応するため、発電設備の設計図書や竣工試験データを含む完成図書を作成し、適切な方法 

で管理及び保存すること。 

(7) 設備の設置後、適切な保守点検及び維持管理を実施すること。 

(8) 接続契約を締結している一般送配電事業者又は特定送配電事業者から国が定める出力制御 

の指針に基づいた出力制御の要請を受けたときは、適切な方法により協力すること。 

(9) 防災、環境保全、景観保全の観点から計画段階で予期しなかった問題が生じた場合、適切 

な対策を講じ、災害防止や自然破壊、近隣への配慮を行うよう努めること。 

(10)交付対象設備を処分する際は、関係法令（立地する自治体の条例を含む。）の規定を遵守 

すること。 

(11)１０kW 以上の太陽光発電設備の場合、交付対象設備の解体・撤去等に係る廃棄等費用に 

ついて、「廃棄等費用積立ガイドライン」（資源エネルギー庁）を参考に、必要な経費を算定 

し、積立等の方法により確保する計画を策定し、その計画に従い適切な経費の積立等を行 

い、発電事業の終了時において、適切な廃棄・リサイクルを実施すること。 

(12)１０kW 以上の太陽光発電設備の場合、災害等による撤去及び処分に備えた火災保険や地 

震保険、第三者賠償保険等に加入するよう努めること。 

９ 補助金に係る要綱等の規定に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業を行うものとし、 

 補助金を他の用途へ使用してはならないこと。 

10 申請者又は自社の役員等が、暴力団等の反社会勢力と関係を有さないこと。 

 

  年  月  日 

 

徳島県知事 殿 

 

所在地                              

（ふりがな）  

法人等名称                            

（ふりがな） 

代表者役職・氏名                    ㊞   

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙３－２ 

 

補助事業（蓄電池）に係る誓約書 

 

 

徳島県県有施設への太陽光発電設備率先導入（PPA）事業補助金の申請にあたり、以下の事項 

について相違ないことを誓約します。 

この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反した場合に、徳島県補助金交付規則第１４条に基 

づき交付決定の取消し、又は返納となる可能性があることについて承知するとともに、返納が 

生じた場合は、県の指示に応じて速やかに返納します。 

なお、誓約に反した場合に、徳島県が行う一切の措置に対して異議の申し立てを行いません。 

 

 

１ 本事業で導入する太陽光発電設備の付帯設備であること。 

２ 原則として再エネ発電設備によって発電した電気を蓄電するものであり、平時において充放 

電を繰り返すことを前提とした設備であること。 

３ 停電時のみに利用する非常用予備電源でないこと。 

４ 同一の事業、対象経費等で、国、県、市町村等が実施する他の補助制度と併用して交付を受 

けないこと。 

５ 県が実施する蓄電池の利用状況等の調査に対して、必要な情報を提供すること。 

６ 補助事業に係る太陽光発電設備設置完了後に締結する電力供給契約において、補助金交付額 

相当分（発電事業者である補助事業者が県内に本社を有する法人の場合は、補助金交付額相当 

分の９／１０以上の額）を電気料金から控除すること。 

７ 補助金に係る要綱等の規定に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業を行うものとし、 

 補助金を他の用途へ使用してはならないこと。 

８ 申請者又は自社の役員等が、暴力団等の反社会勢力と関係を有さないこと。 

 

  年  月  日 

 

徳島県知事 殿 

 

所在地                              

（ふりがな）  

法人等名称                            

（ふりがな） 

代表者役職・氏名                    ㊞   

 

 

 



別紙４ 

 

実施報告書 

 

事業者名  

事業所所在地 
 

担当者氏名  電子メール  

電話  ＦＡＸ  

 

設置施設名  

施設所在地  

 

１ 事業期間 

事 業 着 手 日 令和  年  月  日 

事 業 完 了 日 令和  年  月  日 

補助対象設備の運転期間 令和  年  月  日～令和  年  月  日 

 

２ 事業の内容 

太陽光発電設備の設置 

補助対象設備の導入容量  kW 

補助対象設備による計画発電量  kWh/年 

年間自家消費量  kWh/年 自家消費率： ％ 

運転・維持管理方法等 別紙６のとおり 

蓄電池の設置 

補助対象設備の導入容量（Ａ）             . kWh （小数点第３位以下切り捨て） 

補助対象経費合計（Ｂ）  円 

確認用（Ｂ）／（Ａ）  円/kWh 
※家庭用：15.5 万円/kWh 

※業務用：19万円/kWh 



３ 総事業費の内訳 

（単位：円） 

事業費内訳 

 

補助対象経費  金額 経費内訳 

 

本工事費 

原材料費   

労務費   

直接経費   

共通仮設費   

現場管理費   

一般管理費   

附帯工事費   

機械器具費   

測量及び試験費   

設備費 設備費   

業務費 業務費   

補助対象経費合計(a)   

寄付その他収入(b)   

補助対象経費(c)=(a)-(b)   

その他 対象外経費(d)   

総事業費(a)＋(d)   

（注）軽微な変更があった場合においては、変更前の額を上段に（ ）書きし、変更後の額を 

  下段に記載すること。 

（注）蓄電池を導入する場合は、太陽光発電設備と蓄電池に分けて資料を作成すること。 

 

 



別紙５ 

 

収支精算書 

 

１ 収入 

（単位：円） 

区分 予算額 精算額 増減額 備考 

県補助金     

自己資金     

その他     

計     

 

２ 支出 

（単位：円） 

区分 予算額 精算額 増減額 備考 

本工事費     

設備費     

業務費     

その他     

計     

 

（注）蓄電池を導入する場合は、太陽光発電設備と蓄電池に分けて資料を作成すること。 

 

 

 



別紙６ 

 

維持管理計画表 

 

 

１ 維持管理の基本的事項 

（１）事業者名 

 

（２）施設の設置場所 

 

（３）保守点検責任者 

 

（４）維持管理の内容 

ア 太陽光発電設備 

 

   イ 蓄電池 

    

ウ 付帯施設 

 

エ その他 

 

（５）損害保険の加入予定 

 

２ 維持管理の実施体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 維持管理の実施頻度 

 

４ 太陽光発電施設等において故障等が発生した際の措置の内容等 

 

５ 廃棄費用の積立方法 

事業者 

○○○○○○○ 

保守点検責任者 

○○○○○○○ 

需要家 
 

徳島県 


